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2021 年（令和３年）３月 

東 京 都 建 設 局 

  



 



 

首都東京にふさわしい先進的な橋梁管理を目指して 

～ 戦略的な予防保全型管理の推進 ～ 

 

橋梁は、都民生活や社会経済活動を支える重要な都市基盤施設であり、中には歴史的な

価値のある橋梁や地域のランドマークとなっている橋梁も数多くあります。 

一方、東京都建設局が管理する橋梁の多くは、高度経済成長期に整備されており、今

後、建設から 50 年以上経過する橋梁の割合は急速に増加していくと見込まれ、多くの橋

梁が一斉に更新時期を迎えることが想定されます。 

このことから、更新時期の平準化や総事業費の縮減に向けて、平成 21 年３月に策定し

た「橋梁の管理に関する中長期計画」に基づき、橋梁の損傷や劣化が進行する前に適切な

対策を行う予防保全型管理への転換を進めてきました。 

計画策定後、12 年が経過し、その間に、平成 23 年３月の東日本大震災を契機とした耐

震補強事業の緊急性の高まりや平成 24 年 12 月の笹子トンネル天井板落下事故を契機とし

た道路施設の点検の義務化など、橋梁のメンテナンスに関する社会情勢は変化していま

す。これらの社会情勢の変化を踏まえ、これまでの取組を検証するとともに、新たに得ら

れた知見を取り込み「橋梁予防保全計画」を策定しました。 

本計画に基づき、予防保全型管理をより一層推進し、持続可能な橋梁の維持管理を実現

させ、更新時期の平準化や総事業費の縮減を図るとともに、都民の安全・安心を確保しま

す。そして、これらの良質な社会資本ストックを次世代に継承させ、高い安全性を備えた

東京のインフラとして東京の経済活動を 24 時間 365 日支え、「成長」と「成熟」が両立し

た未来の東京の実現を目指していきます。 

 

2021 年（令和３年）３月 

東京都建設局長  中 島 高 志 
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■１．計画策定の目的 

１． １ 計画策定の目的 

 

本計画の目的は、予防保全型管理をより一層推進し、持続可能な橋梁の維持管理を実現

することにより、更新時期の平準化や総事業費の縮減を図るとともに、都民の安全・安心

を確保し、次世代に良質なインフラを引き継いでいくことである。 

 

東京都が道路法に基づき管理している橋梁（以下「管理橋梁」）は1,221橋（2020年（令

和２年）４月時点）ある。これらの多くは、高度経済成長期に集中して建設されたため、

今後、一斉に更新時期※１を迎えることから、更新時期の平準化と総事業費※２の縮減を図る

必要がある。 
このため、平成 21 年に「橋梁の管理に関する中長期計画※３」（以下「中長期計画」）を

策定し、従来の対症療法型管理から予防保全型管理への転換を図ってきた。 

しかし、管理橋梁の高齢化は今後も進展し、20 年後に約８割の管理橋梁が建設後 50 年

を経過する。また、５年に１度の定期点検において、補修が必要と判定された橋梁を対象

に、点検後５年以内を目途に補修等を実施してきた。しかし、最新の定期点検結果による

と補修等が必要な橋梁が全体の約６割と高い水準となっており、今後の維持管理・更新費

の増加が懸念されている。 

このため、これまでの取組状況や最新の定期点検結果を踏まえて「中長期計画」の改定

を行い、新たに定期点検結果に基づく補修事業を盛り込んだ「橋梁予防保全計画」（以下「本

計画」）を策定し、予防保全型管理をより一層推進し、持続可能な橋梁の維持管理を実現す

る。本計画は、管理橋梁の維持管理方針や「今後 10 年間の長寿命化事業計画」及び「５年

に１度の定期点検結果に基づく補修事業計画」を取りまとめたものである。 

 

 本計画では、以下のとおり定義する。 
※１ 更新時期：橋梁における「更新」は「架替え」のこと 
※２ 総事業費：長寿命化事業費、維持補修事業費、架替事業費の合計 
 
※３ 橋梁の管理に関する中長期計画 (平成21年（2009年）３月) 

更新時期の平準化や総事業費の縮減を図るとともに、都民の安全・安心を確保し、次世代に良質

なインフラを継承させることをを目的に、損傷や劣化が進行した後に対策を行う対症療法型管理か

ら損傷や劣化が進行する前に適切な対策を行う予防保全型管理（図１－１）へ転換を図る計画。 

・主要な橋梁の長寿命化事業は、212 橋のうち 2010 年度から 2019 年度までに 97 橋着手 

・緊急輸送道路等に架かる橋梁の耐震補強事業は、2010 年度から 2021 年度までに 150 橋実施し、

401 橋の対策が完了 
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図１－１ 予防保全型管理の概念図 
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１． ２ 計画の位置づけ 

 

 

   【国の関連計画】                       【東京都の上位計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東京都の上位計画との関係 

本計画は、都の上位計画である「「未来の東京」戦略」（2021年（令和３年）３月）の

実現に向けた取組を示すものである。 

 

 

「未来の東京」戦略（2021年（令和３年）３月） 

「人が輝く」を中心に、「安全安心」「世界をリードする」「美しい」「楽しい」「オールジャパ

ンで進む」東京をベースとして、目指す2040 年代の東京の姿である「ビジョン」を提示 

この「ビジョン」を実現する2030 年に向けた「戦略」と戦略実行のための「推進プロジェク

ト」によって、「３つのシティ」が進化し、「成長」と「成熟」が両立した未来の東京を実現 

 

（橋梁の予防保全型管理に関する内容） 

戦略９ 都市の機能をさらに高める戦略 

「首都東京を支えるインフラの維持・更新の高度化」 

○ 道路や河川施設等の計画的な予防保全型のインフラ管理や点検結果を踏まえた長寿命化な

どを推進するとともに、ドローン等の活用により日常管理や災害時の対応を効率化・高度化 

【2030年への展開】 

最新の技術基準に基づく橋梁長寿命化対策に180 橋（累計）で着手 

 

 

 

インフラ長寿命化基本計画【政府】 
（平成 25年 11 月策定） 

インフラ長寿命化計画 
【地方公共団体】 

（平成 28年度までに策定） 

「都有施設等総合管理方針」 

【財務局】（平成 29年２月） 

『橋梁予防保全計画』（本計画） 

個別施設計画 
【地方公共団体】 

（令和３年３月までに策定） 
【道路】橋梁、トンネル等 
【河川】 
【空港】 

『「未来の東京」戦略』 
（2021 年（令和３年３月） 
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（２）国の関連計画との関係 

 本計画は、「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」や「道路メンテナンス事

業補助制度要綱」における「長寿命化修繕計画」に位置付けるものである。 

 

 

  「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」 

平成25年11月に国や地方公共団体等がインフラの戦略的な維持管理・更新に取り組むため

の「インフラ長寿命化基本計画」を政府（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡

会議）が決定した。 

これにより地方公共団体においても、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するため

の中期的な取組の方向性を明らかにする「インフラ長寿命化計画」および、個別施設毎の具

体の対応方針を定める「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」の策定が求められてい

る。 

 

 

 

「長寿命化修繕計画」 

本計画は、令和２年３月に定められた「道路メンテナンス事業補助制度要綱」において、地方

公共団体が策定する「長寿命化修繕計画」に位置付けられる。長寿命化修繕計画の策定は補助要

件となっている。 

長寿命化修繕計画は、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方

向性を明らかにするために地方公共団体が構造物毎に策定する計画であり、構造物の長寿命化並

びに構造物の対策の実施計画及び対策に係る費用に関する事項を定めるものである。 
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■ ２．社会情勢の変化とこれまでの取組 ■ 
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■２．社会情勢の変化とこれまでの取組 

中長期計画策定後の橋梁メンテナンスに関する社会情勢の変化と10年間の主

な取組を以下に示す。 

２．１ 社会情勢の変化への対応 

【東日本大震災】 

1995 年（平成 7年）１月の阪神・淡路大震災で多くの橋梁が被災したこと

から耐震補強事業が始まったが、2011 年（平成 23 年）３月の東日本大震災

を契機として耐震補強事業の緊急性が高まったことを受けて、計画を見直し

耐震補強事業を６年前倒しして完了した。 

【笹子トンネル天井板落下事故】 

2012 年（平成 24 年）12 月の笹子トンネル天井板落下事故※１を契機として

2013 年（平成 25 年）に道路法等改正※２による道路施設の点検が義務化され

た。2014 年（平成 26 年）以降の定期点検では、道路法に基づき国から示さ

れた全国的な指標（「トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」）

（以下「判定区分」）を用いた健全性も判定している。 

※１ 笹子トンネル天井板落下事故 

・発生日時：2012 年（平成 24 年）12 月 2 日 日曜日 午前 8時 03 分 

・場  所：中央自動車道（上り線）笹子トンネル内 

（延長 4.7km、大月 JCT～勝沼 IC 間） 

・事故内容 

笹子トンネル（上り線）の東京側坑口から約 1.5km 付近で、トンネル換気ダク

ト用に設置されている天井板が 138m にわたり落下し、9名もの尊い命が失われ多

くの方々が被害に遭われた。 

 

※２ 道路法等改正 

平成 25 年６月に道路法が改正され、道路法第 42 条に第３項が追加されて同条第

２項に規定する道路の維持修繕に関する技術的基準には点検に関する基準を含む

ものとすることが法定された。また、道路法施行令に第 35 条の２が追加されて現

行道路法制定以来、長らく未制定だった道路の維持修繕に関する技術的基準が制定

された。 

平成26年４月14日の社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会において、「道

路の老朽化対策の本格実施に関する提言」が取りまとめられ、維持管理の重要性が

指摘された。 

これを受けて、道路法施行規則の一部を改正する省令（ 平成 26 年国土交通省令

第 39 号。以下「省令」という。） 及びトンネル等の健全性の診断結果の分類に関

する告示（ 平成 26 年国土交通省令告示第 426 号。以下「告示」という。）が平成

26 年３月 31 日に公布され、同年７月１日より施行された。 

これにより、トンネル、橋等の点検は近接目視により５年に１回の頻度を基本と

し、その健全性については４段階に区分することになった。 
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表２‐１ 社会情勢・国等の動向・東京都の取組の変遷 

年度 社会情勢 国等の動向 東京都の取組 

2003 年度 

（H15 年度） 

 平成 15 年４月 

道路構造物の今後の管理・あり方提言 

（道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する検討会） 

 

2007 年度 

（H19 年度） 

平成 19 年６月 

木曽川大橋斜材破断事故 

平成 19 年８月 

ミネソタ州落橋事故 

平成 19 年４月 

「長寿命化修繕計画策定事業費補助制度」創設 

平成 19 年 

第７次一般橋定期健全度調査開始（平成 19

～21 年度） 

2008 年度 

（H20 年度） 

 平成 20 年５月 

道路橋の予防保全に向けた提言 

(道路橋の予防保全に向けた有識者会議） 

平成 20 年４月 

「橋梁の戦略的予防保全型管理に向けて（答

申）」 

（東京都橋梁長寿命化検討委員会） 

 

平成 21 年３月 

「橋梁の管理に関する中長期計画」 

2010 年度 

（H22 年度） 

平成 23 年３月 

東日本大震災 

  

2012 年度 

（H24 年度） 

平成 24 年 12 月 

中央自動車道 

笹子トンネル天井板落下事故 

平成 25 年２月 

道路ストック総点検の実施 

 

平成 24 年 

第８次一般橋定期健全度調査開始（平成 24

～26 年度） 

2013 年度 

（H25 年度） 

 平成 25 年６月 

道路法の改正 

 

平成 25 年８月 

道路法施行令の改正 

 

平成 25 年 11 月 

インフラ長寿命化基本計画の決定 

(インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議） 

 

2014 年度 

（H26 年度） 

 平成 26 年４月 

道路の老朽化対策の本格実施に関する提言 

(社会資本整備審議会道路分科会) 

 

平成 26 年７月 

道路法施行規則の一部改正の施行 

平成 26 年７月 

東京都道路メンテナンス会議の設立 

2015 年度 

（H27 年度） 

  平成 27 年 11 月 

「トンネル予防保全計画」策定（建設局） 

2016 年度 

（H28 年度） 

平成 28 年４月 

熊本地震 
 

平成 28 年 12 月 

「都民ファーストでつくる『新しい東京』 ～

2020 年に向けた実行プラン～」（政策企画

局） 

平成 29 年２月 

「都有施設等総合管理方針」の策定（財務局） 

2017 年度 

（H29 年度） 

  平成 29 年 

第九次一般橋定期健全度調査開始（平成 29

～31 年度） 

2019 年度 

（R 元年度） 

 令和２年３月 

「道路メンテナンス事業補助制度」創設 
 

2020 年度 

（R2 年度） 

  令和３年３月 

「「未来の東京」戦略」策定（政策企画局） 
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２．２ これまでの取組 

２．２．１ 事業費の推移 

2009 年度（平成 21 年度）から 11 年間の事業種別毎の事業費の推移を図２―

１に示す。 

2009 年度（平成 21 年度）から 2012 年度（平成 24 年度）までは、年間 100 億

円程度で推移していたが、2014 年度（平成 26 年度）以降は耐震補強事業費が増

加し、長寿命化事業も軌道に乗り始め、年間 140～190 億円で推移している。 

 

    

図２－１  事業費の推移（実績：橋梁整備費・橋梁維持費の決算額） 

 

（各事業の説明） 

  ・長寿命化事業：建設時の性能を向上させて対策後適切な維持管理を行いながら 100

年以上使い続けることを目指す事業 

  ・耐震補強事業：緊急輸送道路等に架かる橋梁の耐震補強（橋脚補強、落橋防止シス

テムの強化）事業 

  ・維持補修事業：定期点検結果に基づく補修、塗装の塗替え、橋面舗装の打換え、段

差や高欄の修繕などの維持補修、清掃などを行う事業 

  ・架替事業  ：損傷や劣化が著しい場合や、現地条件・構造条件などにより補強や

部分的な取替が困難、拡幅等の社会的要請等に基づく架替事業 
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２．２．２ 耐震補強事業の早期完了 

 

● 耐震補強事業の６年前倒し完了（2015 年度（平成 27 年度）） 

● 2009 年度（平成 21 年度）から 2015 年度（平成 27 年度）の８年間で 150

橋の耐震補強を実施 

 

東京都建設局では、1995 年（平成７年）の兵庫県南部地震を契機として、緊

急輸送道路等に架かる 401 橋を対象とする耐震補強（橋脚補強や落橋防止シス

テムの強化）事業に取り組んできた。2021 年度（令和３年度）までの完了を目

指していたが、2011 年（平成 23 年）の東北地方太平洋沖地震が発生したことか

ら、首都直下地震などの大規模地震への備えとして、完了時期の前倒しを行い、

2015 年度（平成 27 年度）末までに 401 橋の耐震補強を完了した。  

耐震補強事業の対策例を写真２－１、２－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２－２ 落橋防止システムの強化 写真２－１ 橋脚補強（ＲＣ巻き立て） 
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２．２．３ 長寿命化事業の本格化 

 

● 2019 年度（令和元年度）までに対象橋梁 212 橋のうち 97 橋に着手 

 

 

東京都建設局では、2009 年度（平成 21 年度）から著名橋や長大橋などの主要

な橋梁 212 橋について、寿命を延命化する長寿命化事業に取り組んでおり、2019

年度（令和元年度）までに 97 橋に着手している。この事業では、橋梁ごとに保

有性能を把握した上で、長寿命化を図るための適切な対策を実施している。オ

ーダーメイドの設計、施工が求められるため、橋梁の規模にもよるが、設計や

関係機関との調整に１～４年、工事に１～５年程度要している。事業費は、事

業の立ち上がり期間である 2009 年度（平成 21 年度）から 2011 年度（平成 23

年度）は、調査・設計が中心であったため年間５～10 億円で推移した。その後、

2016 年度（平成 28 年度）以降は、工事量が徐々に増加したことから年間 70～

80 億円で推移しており、事業が本格化してきている。 

長寿命化事業の対策例を写真２－３、２－４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２－３ 床版の取替 写真２－４ アーチリブの取替 
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２．２．４ 定期点検結果に基づく維持補修の状況 

（１）維持補修の状況 

東京都建設局では定期点検において「橋梁の点検要領」に基づき健全性の判

定を行っており、判定区分Ⅳの橋梁は速やかに措置を講じ、判定区分Ⅲの橋梁

は点検後５年以内に措置を講じることとしている。 

2017 年度（平成 29 年度）～2019 年度（令和元年度）の３か年にわたって実

施された第９次定期点検の結果、判定区分Ⅲの橋梁は 87 橋あり、2018 年度（平

成 30 年度）～2024 年度（令和６年度）の間に措置を講じる必要がある。なお、

第９次定期点検において、判定区分Ⅳの橋梁はない。 

2021 年（令和３年）３月末時点の判定区分Ⅲの維持補修の着手状況は、図

２－２のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図２－２   判定区分Ⅲの維持補修の状況（2021 年（令和３年）３月末時点） 

 

（２）橋梁の更新 

東京都建設局では、管理橋梁において、損傷や劣化が著しい場合、現地条件・

構造条件などにより補強や部分的な取替えが困難な場合、拡幅等の社会的要請

がある場合などは、更新（架替え）を行っている。 

橋梁の更新事例を写真２－５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真２－５ 橋梁の更新事例 
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■ ３．管理橋梁の現状と課題 ■ 
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■３．管理橋梁の現状と課題 

３．１ 管理橋梁の規模と特徴 

管理橋梁は1,221橋（2020年（令和２年）４月時点）あり、材料や構造形式などの面

で多岐にわたる。 
 

（１）橋梁に使われる材料 

管理橋梁に使用されている主な材料は、鋼材、コンクリートなど多種多様だが、基本

的には以下の３種類の材料で建設されている。なお、“その他”は、それらが組み合わ

されてできた橋梁を示す。 

 

①鋼 橋：鋼鉄製の橋梁 

②ＲＣ橋：鉄筋で補強されたコンクリートの橋梁 

③ＰＣ橋：ＰＣ鋼材で補強されたコンクリートの橋梁 

そ の 他：鋼とコンクリートが併用されている橋梁など 

 

管理橋梁に用いられる材料による区分は図３－1に示すとおりであり、鋼橋の占める

割合が全体の約４割と最も多い。 

 

 

 

図３－１ 管理橋梁の材料別割合（2020年（令和２年）４月時点） 
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（２）橋梁の構造形式 

管理橋梁における構造形式は、周辺環境や使用形態から、桁橋、トラス橋、ラーメン

橋、アーチ橋、斜張橋、吊橋など、多岐にわたる（図３－２）。 

 

③ トラス橋 ④ ラーメン橋

橋台 橋台

① 桁橋 ② 桁橋（ゲルバー構造）

主桁

床版

支承

橋台 橋台

⑤ アーチ橋（下路式） ⑥ アーチ橋（上路式）

橋台 橋台

⑦ 斜張橋 ⑧ 吊橋

主塔

ケーブル メインケーブル

ハンガーロープ

アンカーレッジ

 

図３－２ 橋梁の構造形式 
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（３）橋梁の区分 

管理橋梁を「歴史的な価値」「橋の長さ」「桁下利用状況」「交通量」「周辺環境」など

に着目し、表３－１に示すように区分した。 

 

表３－１ 管理する橋梁の区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

著名橋の例 聖橋（千代田区～文京区）      長大橋の例 葛西橋（江東区～江戸川区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨線橋の例 上大崎新橋（品川区）        山間部橋梁の例 峰谷橋（奥多摩町） 

着 目 点 区 分 概   要   説   明 

歴史的な価値 著 名 橋 
文化財としての歴史的な価値や都市景観の形成などにおいて、重要な

存在となっている橋梁 

橋 の 長 さ 

長 大 橋 荒川や多摩川などに架かる橋長 100 メートル以上の長い橋梁 

小 橋 梁 橋長 15 メートル未満の短い橋梁 

桁下利用状況 跨線・跨道橋 桁下に鉄道や道路が通っている橋梁 

交 通 量 主 要 幹 線 橋 
交通量が多く、工事による交通流への影響が広範囲に及ぶなど社会的

損失が大きい主要な幹線道路に架かる幅の広い橋梁 

周 辺 環 境 

都 市 部 橋 梁 都市部を中心とした市街地の橋梁 

山 間 部 橋 梁 多摩の山間部で、凍害や融雪剤による塩害などの影響を受ける橋梁 

沿 岸 部 橋 梁 臨海部や島しょ部で、飛来塩分による塩害の影響を受ける橋梁 
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（４）重要文化財に指定された橋梁 

著名橋のうち清洲橋、永代橋、勝鬨橋の３橋は、2007 年（平成 19 年）６月 18 日に

都道府県管理の道路橋として初めて国の重要文化財に指定された。それらの建設年月及

び指定理由を、表３－２に示す。 

 

表３－２ 国の重要文化財に指定された道路橋 

橋 名 建設年月 指 定 理 由 

清洲橋 昭和  3 年  3 月 当時の最先端技術による昭和初期を代表する吊橋 

永代橋 大正 15 年 12 月 新たな鋼材を使うことで最大支間を実現した鋼アーチ橋 

勝鬨橋 昭和 15 年  6 月 国内最大の可動支間を有する技術的完成度の高い構造物 

 

  

清洲橋（中央区～江東区）           永代橋（中央区～江東区） 

 

 

勝鬨橋（中央区） 
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３．２ 管理橋梁の建設年次の分布・完成からの経過年数 

（１）橋梁の建設年次 

管理橋梁の建設年次は、図３－３に示すとおり主に関東大震災の復興期と東京オリン

ピックを契機とした高度成長期の二つのピークがあり、特に後者の占める割合が大きく

なっている。 

 
図３－３ 管理橋梁の建設年次分布 

（２）完成からの経過年数 

（１）で示したとおり、高度成長期（昭和48年）以前に建設された橋梁の多くは供用

期間が既に50年を超えている。 

図３－４に示すように、供用年数が50年を超える橋梁（以下「高齢化橋梁」）の割合

は2020年（令和２年）４月時点では43％だが、10年後には半数を超え、20年後には８

割近くが高齢化橋梁となり、今後急速に増加する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－４  高齢化橋梁の割合 

50年以上
43%

50年未満
57%

現在
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３．３ 橋梁点検 

３．３．１ 点検の概要 

東京都建設局では、1971 年（昭和 46 年）に橋梁の点検を開始した。1987 年（昭和

62 年）からは、全国に先駆けて「橋梁の点検要領」（以下「点検要領」）を独自に策定

し、全ての管理橋梁を対象に、日常点検、異常時点検及び定期点検を行っている。2012

年（平成 24 年）の笹子トンネル天井板落下事故を契機として、５年に１度の定期点検

が法定化されたことから点検要領を改定し、2014 年（平成 26 年）からは国の判定区分

についても合わせて判定を行っている。 

橋梁の点検により得られた結果は、以下に活用している。 

・損傷や変状の早期発見 

・健全程度の把握  

・安全性、使用性、耐久性の確保  

・第三者へ被害が及ぶ事故の防止  

・橋梁の不正使用・不法占拠等の調査及び指導取締り 

・蓄積した点検データを維持管理に活用 

  

表３－３にこれまでの定期点検の実施状況を示す。 

 

表３－３ 管理橋梁を対象とした定期点検実施状況 

東京都の定期点検 国の判定区分による判定 
備  考 

点検 
次数 

点検年度 
点検 
次数 

点検年度 

第 1次 
1971（S46）～ 
1975（S50） 

  

 

第 2次 
1979（S54）～ 
1983（S58） 

 

第 3次 
1987（S62）～ 
1989（H元） 

「橋梁の点検要領」策定（S62） 
⇒全ての橋梁を対象に定期点検を開始 

第 4次 
1992（H４）～ 
1994（H６） 

 

第 5次 
1997（H９）～ 
1999（H11） 

 

第 6次 
2002（H14）～ 
2004（H16） 

 

第 7次 
2007（H19）～ 
2009（H21） 

 

第 8次 
2012（H24）～ 
2014（H26） 

笹子トンネル天井板落下事故（H24） 
定期点検法定化（H26） 

１巡目 
2014（H26）、 
2017～2018（H29、30） 

第 9次 
2017（H29）～ 
2019（H31） 

 

２巡目 
2019（H31）、 
2022～2023（R3、4） 第 10 次 

（予定） 
2022（R４）～ 
2024（R６） 
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 表３－４に東京都建設局と国土交通省の点検要領の比較を示す。 

 東京都建設局では 1987 年（昭和 62 年）より実施してきた定期点検結果を積み重ね

て橋梁の状態を継続的に把握している。一方、2014 年（平成 26 年）に開始した国の

判定区分による判定は、全国の道路管理者が同一基準で判定を行うため、他の道路管

理者の管理状況との比較が容易である。 

東京都建設局では両者の特徴を踏まえて、並行して判定を実施している。 

 

表３－４ 東京都建設局と国土交通省の道路橋点検要領の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 本計画では、東京都の判定区分について、以下「ランク」と表記する。 

（例：「ランクＣ」、「ランクＤ」など） 

 

 

 

 

東京都建設局 国土交通省道路局

橋梁の点検要領（H29.7） 道路橋定期点検要領（H31.2）

　橋梁の維持管理業務に必要となる、日常点検、定期
点検、異常時点検の方法及び健全度の判定方法を記載

　道路法施行規則第４条の５の６の規定に基づいて行う定期点
検について、最低限配慮すべき事項を記載

点検の頻度

点検の方法

点検内容
　３１種類の変状の種類に着目して点検を実施、点検
結果は部材毎にa～eの５段階で評価

　７種類の変状の種類を明示、点検結果は部材毎にⅠ～Ⅳの４
段階で評価

健全度判
定方法

・径間ごとに、耐久性と安全性の視点から５段階の総
合健全度判定を実施
・耐久性は各部材の変状に部材の重要度を加味して判
定、安全性は設計活荷重や大型車交通量などから判定

・部材については部材の損傷程度に応じて判定
・部材毎の判定を橋の判定とする

特　徴

・「点検結果」と「橋梁の特性」から総合判定を実
施。目視点検では確認が困難な内在する劣化も評価
・変状の種類を細部にわたって示しており精度の高い
点検が可能
・重要部材の損傷は重み付けがされており合理的
・過年度の点検データを劣化予測に活用

・全国の道路管理者が統一した判定を行うためのもの
・国土交通省が全道路管理者の点検結果を公表

判定区分

判定結果
の対応

名　称

　　概ね       都の判定区分　A　    が　国の判定区分 Ⅰ
           　　都の判定区分　B　    が　国の判定区分 Ⅰ・Ⅱ
           　　都の判定区分  C・D 　が　国の判定区分 Ⅱ・Ⅲ
           　　都の判定区分　E　　  が  国の判定区分　Ⅳ 　　 に対応する

定
期
点
検

位置づけ

５年に１回

近接目視を基本とし打音触診を併用

判定区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全 構造物の機能に支障が生じていないが、 
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき
状態 

Ⅳ 緊急措置 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高
く、緊急に措置を講ずべき状態 

判定区分 措置 

A 健全 — 

B ほぼ健全 記録 

C やや注意 必要に応じて動態観測 

詳細調査等 
D 注意 

E 危険 緊急補修等 
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３．３．２ 定期点検の結果 

昭和63年から行っている管理橋梁の定期点検における第３次から第９次点検までの

判定による総合健全度割合の推移（図３－５）をみると、健全度は、第６次点検から

第８次点検までに『ランクＣ：やや注意』『ランクＤ：注意』『ランクＥ：危険』の割

合が増加している。 

第９次点検においては『ランクＣ：やや注意』『ランクＤ：注意』と判定された橋梁

の増加率は鈍ったものの全体の約６割と高い水準となっており、今後も維持・補修費

の増加が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－５ 東京都の判定による総合健全度割合の推移 

〔参考：国の道路橋定期点検要領に基づく判定結果（図３－６）〕 

管理橋梁のうち、緊急措置段階となる判定区分Ⅳの橋梁はなく、早期措置段階である

判定区分Ⅲの橋梁は７%、予防保全段階である判定区分Ⅱの橋梁は 52%であり、全道路

管理者における割合とほぼ同じ状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都   ：第 9 次定期点検（2017 年（平成 29 年）～2019 年（令和元年）） 

全道路管理者：道路メンテナンス年報（2020（令和２）年９月）による 

 

図３－６ 判定区分の割合（東京都・全道路管理者との比較） 

点検結果に基づく判定区分 

21



 

３．３．３ 損傷状況 

（１）損傷事例 

   橋梁に損傷や劣化を生じさせる主な要因を以下に記す。 

 

○大型車両の繰り返し載荷、地震、水圧、風、車両の衝突などの外力によるもの 

○コンクリート部材の中性化・塩害・アルカリシリカ反応などによるもの 

○雨水・海水などによるもの 

○支持地盤や周辺地盤の沈下、移動、洗掘などによるもの 

 

これらの要因を複合的に受けることや、使用状況、設置環境などの影響により、損

傷や劣化の進行が早まり、橋梁の健全性を低下させる。 

以下に定期点検などで確認された管理橋梁の代表的な損傷事例を示す。 

 

 代表的な損傷事例（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型車両の繰り返し載荷や雨水によるＲＣ床版上面の土砂化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型車両の繰り返し載荷による鋼床版の疲労亀裂と応急措置（ストップホール） 

縦リブ 
横リブ 

鋼床版 

縦リブ 

横リブ 鋼床版 

縦リブ 

横リブ 疲労亀裂 

ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ 

22



 

 

 

 

 

  

 

 

 

アルカリシリカ反応や雨水による主桁コンクリートのひび割れと漏水 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水による鋼アーチ部材の腐食         雨水による鋼支承や鋼桁端部の腐食 

 

（２）損傷劣化の分析 

定期点検結果を分析したところ、雨水の影響を受けやすい桁端部や外桁部が、桁の中

央部や内桁より損傷割合が高いことが確認された。 

水回りが原因の鋼桁端部の損傷事例を（写真３－１）に、ＲＣ床版、端部張り出し部

の損傷事例を（写真３－２）に示す。 

水回りによる損傷は、局所的に発生し、進行が早い傾向にある。放置しておくと、鋼

部材では、腐食の進行による断面減少、孔食、鉄筋コンクリ―ト部材では、内部への水

分侵入によるコンクリートの疲労強度低下、鉄筋の腐食膨張、表面コンクリートの剥離・

剥落などの重大な損傷につながる可能性がある。点検により水回りによる損傷が確認さ

れた場合には損傷が軽微なうちに予防保全対策を講じることが有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真３－２ ＲＣ床版、端部張り出し部の損傷事例 写真３－１ 鋼桁端部の損傷事例 
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《雨水がＲＣ床版の疲労損傷に及ぼす影響について》 

～RC 床版輪荷重走行試験 土木技術支援・人材育成センターより～ 

 

鋼板接着で補強されたＲＣ床版の耐力を確認するために、床版の表面を乾燥させ

た場合（ケース１）と表面に水を張った場合（ケース２）で、輪荷重走行疲労試験

を実施した。 

床版の耐力が著しく低下するまでの走行回数は、ケース１が 119 万回、ケース

２が 16 万回となり、水の影響を受けると乾燥状態に比べて、劣化の進行速度が 7.4

倍という結果となった。この劣化現象は「土砂化」と呼ばれており、劣化のメカニ

ムズは、床版上面に発生したひび割れから侵入した水分がひび割れ面の擦り磨きで

せん断力を喪失させるほか、コンクリート内の微細な空隙に充填した水分は、圧縮

力を受けると水圧が発生してかぶりコンクリートを破壊することで骨材化や砂利化

に進展すると考えられている。 

実際のＲＣ床版の疲労損傷の劣化の進行は、床版厚、コンクリート強度、鉄筋量

などの設計条件及び施工条件、大型車の交通量、走行位置などの使用条件並びに床

版面への雨水の供給など環境条件に影響されるが、この実験の結果からも水の影響

によりＲＣ床版の劣化進行が大幅に速まることが確認された。 

これらの事実から、点検により水回りによる床版の損傷が確認された場合には、

損傷が軽微なうちに床版内への雨水の侵入を防ぐための防水層の補修などの予防保

全対策を講じることが重要となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乾燥状態の破壊断面（ケース１） 

 
水張状態の破壊断面（ケース２） 

 

 
輪荷重走行疲労試験（水張条件） 
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３．４ 管理橋梁の課題 

 管理橋梁の現状における課題として、建設後の経過年数や定期点検の判定などの管理橋

梁全般の課題と、長寿命化事業や定期点検を実施してきた中で生じた事業実施に当たって

の課題について、以下に示す。 

 

 （１）管理橋梁全般の課題 

◇ 高齢化が今後急速に増加 
建設後 50 年を経過する橋梁数の割合 

現在（令和２年） 約４割 ⇒ 20 年後（令和 22 年）約８割 
 

◇『ランクＣ：やや注意』『ランクＤ：注意』と判定された橋梁の割合が高い 

⇒最新の第９次定期健全度調査で『ランクＣ』『ランクＤ』と判定された橋梁が全

体の約６割 

 

 

 

 

今後も維持・補修費の増加が懸念される。 

 

 

 

 

 （２）事業実施に当たっての課題 

  ◇ 長寿命化事業の対象橋梁にもかかわらず、損傷や劣化が著しく、補強や部分的な

取替が困難な橋梁があり、架替えを選択した橋梁がある。 

 

  ◇ 定期点検における損傷劣化の分析から、水回りによる損傷が局所的に発生し、進

行が早い傾向にある。 

 

 

 

 

長寿命化事業や補修における対策の考え方の再整理が必要 
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■ ４．維持管理方針 ■ 
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■４． 維持管理方針 

これまでの取組における課題に対する解決策を効率的に実施するため、本計画では、

管理橋梁を建設年代、規模、交通量、周辺環境等を考慮した重要度に応じて「グループ

Ａ」及び「グループＢ」に区分し、それぞれの管理方針を定める。 

 

 

４．１ 橋梁の「管理区分」と「管理方針」の設定 

   管理橋梁を重要度に応じて、建設時より性能を向上させて延命化を図る「グループ

Ａ」と、建設時と同等の性能を維持する「グループＢ」の２つに区分した。 

これまで、損傷が著しくなったら『架替え』としていた小橋梁（橋長 15ｍ未満）に

ついては、安全・安心を確保するという観点から、定期点検結果などに基づく措置を

講じる必要があることから「グループＢ」に含むこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１  管理区分の流れ 

 ※図中の橋梁数は 2020 年（令和２年）４月時点。 
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４．１．１ グループＡ（建設時より性能を向上させて延命化を図る） 

  

 （１）管理方針 

グループＡの橋梁は、予防保全型の維持管理を行いながら、建設時より性能を向上さ

せて延命化を図り、定めた要求性能を満足することを目指す。 

 

 （２）対象橋梁 

グループＡの橋梁は、将来に貴重な遺産として残さなければならない重要な橋梁（著

名橋）、架替え時に多額の費用と周辺への多大な影響が予測される橋梁（長大橋、跨線・

跨道橋、主要幹線橋など）を対象とする。 

 

表４－１  グループＡの橋梁の例 

著 名 橋 
文化財としての歴史的な価値や都市景観の形成に寄与する橋梁であり、将来

に貴重な遺産として残さなければならない重要な橋梁。 

長 大 橋 

架替え時に必要となる仮橋の工事費が膨大になるだけでなく、架替え時の通

行規制が周辺の交通に及ぼす影響が大きいため、事業費や社会的損失が大き

くなる橋梁。（橋長 100ｍ以上の橋梁） 

跨線・跨道橋 

鉄道などを跨ぐため、架替え時に保安費、施工時間などから総費用が多大と

なるだけでなく、施工中の社会的損失が大きくなる橋梁。 

国道などの幹線道路を跨ぎ、橋梁の架かる本線のみでなく、桁下道路の重要

度から、架替工事による影響が広範囲に及び社会的損失が大きくなる橋梁。 

主 要 幹 線 橋 
交通量が多く、架替工事による影響が広範囲に及ぶなど社会的損失が大きい

主要な幹線道路上の橋梁。 

 

  （３）維持管理の取組 

グループＡの橋梁では、以下の取組を実施する。 

・長寿命化事業 

・維持（段差や高欄の修繕などの維持補修、清掃、塗装等） 

・点検（定期点検、日常点検など） 
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４．１．２ グループＢ（建設時と同等の性能を維持する） 

 （１）管理方針 

グループＢの橋梁は、予防保全型の維持管理を行いながら、建設時と同等の性能を維

持することを目指す。 

 

 （２）対象橋梁 

グループＢの橋梁は、グループＡに含まれない橋梁を対象とする。 

 

 （３）維持管理の取組 

グループＢの橋梁では、以下の取組を実施する。 

・定期点検に基づく補修事業 

・維持（段差や高欄の修繕などの維持補修、清掃、塗装等） 

・点検（定期点検、日常点検など） 

 

 

以下にグループＡとグループＢの維持管理方針をまとめた管理方針総括表を示す。 

 

表４－２  維持管理方針総括表 

グル

ープ 
橋梁数 管理方針 対象橋梁 維持管理の取組 

Ａ 212 橋 

予防保全型の維持管

理を行いながら、建

設時より性能を向上

させて延命化を図

り、定めた要求性能

を満足することを目

指す 

・将来に貴重な遺産

として残さなければ

ならない重要な橋梁 
・架替え時に多額の

費用と周辺への多大

な影響が予測される

橋梁 

・長寿命化事業 

・維持（段差や高欄の修繕など

の維持補修、清掃、塗装等） 

・点検（定期点検、日常点検な

ど） 

Ｂ 1009 橋 

予防保全型の維持管

理を行いながら、建

設時と同等の性能を

維持することを目指

す 

グループＡに含まれ

ない橋梁 

・定期点検に基づく補修事業 
・維持（段差や高欄の修繕など

の維持補修、清掃、塗装等） 

・点検（定期点検、日常点検な

ど） 
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■ ５．事業計画 ■ 
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■５．事業計画 

維持管理方針に基づき予防保全型管理の推進を実現する具体な取組として、事業計画

を定める。 

５．１ 事業計画 

最新の定期点検結果から、補修を必要とする橋梁が多数存在し、今後も維持、補修費

の増加が懸念されることを踏まえて、これまで実施してきた長寿命化事業を継続すると

ともに、新たに定期点検に基づく補修事業計画を策定した。 

長寿命化事業では重要度等の高いグループＡの橋梁を対象として、対策後、適切な維

持管理を行いながら 100 年以上使い続けることを目指す。 

定期点検に基づく補修事業では、グループＢの橋梁を対象に、最新の点検結果を基に、

「判定区分Ⅲ」及び「判定区分ⅡのうちランクＤ」と判定された橋梁を対象に点検後５

年以内に措置※1を講じる。 

以下に、長寿命化事業と定期点検に基づく補修事業のフロー図を示す。 

 

 

（※１）措置 

措置には、補修や補強など道路橋の機能や耐久性等を維持又は回復するための対策のほか、撤去、

架替え、定期的あるいは常時の監視、緊急に措置を講じることができない場合の対応として、通行

規制・通行止めがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



 

５．２ 長寿命化事業（グループＡ） 

  （１）方針 

対策後、適切な維持管理を行いながら 100 年以上使い続けることを目指す。長寿命化

事業における目標年数は表５－１のとおり。 

表５－１ 長寿命化事業における目標年数 

区分 長寿命化の目標 対象橋梁 

著名橋Ⅰ 長期保全・活用 国の重要文化財（清洲橋、永代橋、勝鬨橋） 

著名橋Ⅱ 延命２００年 関東大震災復興橋梁（蔵前橋、駒形橋、聖橋、白鬚橋ほか） 

その他 延命１００年 その他の著名橋、長大橋、跨線・跨道橋、主要幹線橋など 

 

  （２）対策の考え方 

長寿命化事業では、耐用年数、適用基準を条件として性能を照査し、設計を行う。 

設計の基本的な考え方は以下のとおりとする。 

① 現行の道路橋示方書などの橋梁構造に関する技術基準※１により性能照査を行い、

その橋梁が現在保有している性能※２を把握する。設計は、現行の道路橋示方書な

どの技術基準などに基づき定めた要求性能※３を満足させるために、特定部位の補

強等の検討にとどまらず、橋全体系としての照査・検討を行い、LCC が最適とな

る対策を講じる。 

② 最新の点検結果を基に「判定区分Ⅲ・Ⅳ」と判定された部材について、損傷の原

因を明らかにした後、必要な補修、補強を実施する。また、「判定区分Ⅱ」と判定

された部材についても予防保全の観点から、損傷の原因を明らかにした後、必要

な補修、補強を実施する。特に水回りによる損傷は、軽微な損傷でも放置してお

くと、比較的早期に重大な損傷に進展する可能性があるため改善対策を講じる。 

③ 損傷や劣化が著しい場合や、現地条件・構造条件などにより補強や部分的な取替

えが困難な場合や、拡幅等の社会的要請がある場合などは、架替えの検討も行う。 

 

※１ 技術基準 

道路橋示方書（（公社）日本道路協会）、既設橋の耐震補強設計に関する技術資料（国土技術政策

総合研究所）、コンクリート標準示方書（（公社）土木学会）など橋梁構造に関する基準。 

※２ 現在保有している性能 

損傷状況（ひび割れ、腐食など）や劣化状況（中性化、塩害など）及び現行の技術基準による性

能照査結果などから、その橋が現在保有している性能を把握する。 

※３ 要求性能 

耐荷性、耐久性、その他の使用性（維持管理性）などについて、橋梁ごとに現在及び将来の交通

状況、路線の重要度、劣化・損傷状況、構造特性、地形、周辺環境などを把握した上で、現行の技

術基準などに基づき要求性能を設定する。 
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図５－１  長寿命化事業の対策事例 

 

 

 

 

 

 

 

床版 

橋脚 

床版の打ち替え 桁の連続化 

アーチリブの取替え 橋脚フーチングの補強 

橋台 

フーチング 

支承 桁 

基礎 

支持層 
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  （３）長寿命化事業計画 

５年毎の定期点検結果により、各橋梁の健全度が変化することや長寿命化技術の進

展もあることから、具体的な事業計画は、今後 10 年間の計画としている。 

 

①計画期間 

『未来の東京』戦略 2030 年に向けた政策展開 

2021 年度から 2030 年度（令和３年度から令和 12 年度） 

このうち、2021 年度から 2023 年度（令和３年度から令和５年度）までの期間を  

３か年のアクションプランとして定める。 

  

②着手橋梁数 

長寿命化事業は 212 橋を対象として 2009 年度（平成 21 年度）から着手しており、

2020 年度（令和２年度）末時点の着手橋梁数は 121 橋である。 

本計画において事業計画として定める着手橋梁数は以下のとおりである。 

 

2021 年度から 2030 年度（令和３年度から令和 12 年度） 59 橋（累計 180 橋） 

このうち、３か年のアクションプラン 

2021 年度から 2023 年度（令和３年度から令和５年度） 19 橋（累計 140 橋） 

 

  表５－２ 長寿命化着手橋梁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事業費 

  2021 年度から 2030 年度（令和３年度から令和 12 年度）   約 1400 億円 

このうち、３か年のアクションプラン 

2021 年度から 2023 年度（令和３年度から令和５年度）    約  360 億円 

※架替えとなった橋梁の事業費は含まない。 

 

 

内容
長寿命化事業
対象橋梁数

合計

212橋 121橋

３か年
『未来の東京』戦略
　アクションプラン
2021年度～2023年度

（令和３年度～令和５年度）

橋梁数
19橋

（累計140橋）
59橋

（累計180橋）

10か年
『未来の東京』戦略

　2030年に向けた政策展開

着手橋梁数

2020年度
（令和２年度）
までの累計 2021年度～2030年度

（令和３年度～令和12年度）
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対象橋梁一覧表（『未来の東京』戦略 ３か年のアクションプラン） 

３か年（2021 年度から 2023 年度（令和３年度から令和５年度））までの間に着手を予

定している橋梁（19 橋） 
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対象橋梁一覧表（『未来の東京』戦略 2030 年に向けた政策展開） 

  ３か年のアクションプラン以降の７か年（2024 年度から 2030 年度（令和６年度から

令和 12 年度））までの間に着手を予定している橋梁（40 橋） 
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５．３ 定期点検に基づく補修事業（グループＢ） 

 （１）方針 

最新の点検結果をもとに、「判定区分Ⅲ」及び「判定区分ⅡのうちランクＤ」と判定

された橋梁を対象に点検後５年以内に措置を講じる。 

 

 （２）対策の考え方 

① 損傷、劣化状況を調査し原因を究明する。適切な対策を講じて、判定区分Ⅲ及び

判定区分ⅡのうちランクＤを解消して、建設時と同等の性能まで回復させること

を基本とする。 

② 水回りによる損傷は、軽微な損傷（判定区分Ⅱ)でも放置しておくと、比較的早期

に重大な損傷に進展する可能性となるため、改善対策を講じる。 

③ 大型車交通による床版のひび割れや沿岸部などにおける塩害など、建設時の性能

回復では、再劣化が生じる可能性がある場合は、橋の使用状況や周辺環境に応じ

て、現行の道路橋示方書などの技術基準に基づく要求性能を設定し、適切な対策

を講ずる。 

④ 損傷や劣化が著しい場合、現地条件・構造条件などにより補強や部分的な取替え

が困難な場合、拡幅等の社会的要請がある場合などは、架替えの検討も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５－１  伸縮装置取替、ひび割れ補修の対策事例 

 

 

 

 

 

 

 

写真５－２  補修工事の事例（左：塗装の塗替、右：橋面舗装の打ち替え） 
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  （３）第９次点検に基づく補修事業計画 

2017 年度から 2019 年度（平成 29 年度から令和元年度）までの間に実施した第９

次点検の結果、判定区分Ⅲ及びⅡのうちランクＤと判定された橋梁を対象に、点検後

５年以内に措置を講じる計画とする。 

 

① 計画期間…点検終了の翌年から５年間 

５年に 1度の定期点検終了後、補修事業計画を見直し、点検の結果、措置が必

要な橋梁に対して新たな補修事業計画を立てる。 

定期点検は建設事務所により実施年度が異なるため、実施年度ごとに第１～第

３のグループに分類する。 

各グループの補修事業計画は定期点検終了後に見直しを行う。 

第９次点検に基づく補修事業計画は、第３グループの定期点検終了後に見直し

を行う。 

 

②対象橋梁数…137 橋 

※令和２年までに措置に着手済み（補修継続中）橋梁も含む。 

 

③概算費用…約 200 億円 （５年間） 

※概算費用は、これまでの健全度診断結果、将来の劣化予測、対策実績と効果などから要求性

能を満たすために必要となる対策を、現在想定できる標準的な事例によって算出したシミュレー

ションの結果であり、あくまでも概算である。なお、架替えの事業費は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２  定期点検に基づく補修事業の進め方 

 

 

見直し 策定 
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  表５－３ 第９次点検における措置の進捗状況（2021 年（令和３年）３月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図５－３  第９次点検における維持補修の着手状況（管理橋梁） 

（2021 年（令和３年）３月末時点） 

管理グループ
点検

グループ
点検数

Ⅲ
Ⅱのうち

Ｄ
措置済 措置率 措置予定

第１Ｇ 101 40 30 75% 10

第２Ｇ 33 11 8 73% 3

第３Ｇ 78 30 16 53% 14

212 81 54 67% 27

第１Ｇ 179 30 11 37% 19

第２Ｇ 282 31 10 32% 21

第３Ｇ 548 76 20 26% 56

1009 137 41 30% 96

1221 218 95 44% 123

グループＡ
（長寿命化事業で措置を実施）

グループＡの合計

グループＢ
（定期点検に基づく補修事業

で措置を実施）

グループＢの合計

管理橋梁合計

・ 赤枠内が「定期点検に基づく補修事業」 
・ 「措置済」「措置率」「措置予定」の橋梁数は、措置に着手した数 
・ グループＡの橋梁のうち第９次点検の判定区分がⅢ、ⅡのうちランクＤとなった橋梁は、 
長寿命化事業で措置を実施する。 

※橋梁数は原則として以下のとおり定義する。 
・長寿命化事業      ：工事に着手した橋梁数 
・定期点検に基づく補修事業：措置に着手した橋梁数 
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対象橋梁一覧表 全 137 橋 

（判定区分Ⅲ）（57 橋） 
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  （判定区部ⅡのうちランクＤ）（80 橋） 
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５．４ 事業費縮減効果 

今後、将来に向けて、建設後 50 年を超える橋梁が急速に増加していく。損傷や劣化

が進行する前に対策を行う予防保全型管理を計画的に推進することにより、事故の発生

を未然に防ぎ、利用者の安全・安心を確保する必要がある。 

また、高度成長期に建設された多くの橋梁が建設後 50 年を超え、近い将来、一斉に

更新時期を迎えることが懸念されている。歴史的に価値のある著名橋、架替え費用が多

大となる長大橋などの長寿命化事業を計画的に推進することにより、更新時期の平準化

と総事業費の縮減が図られる。 

従来の対症療法型管理を継続し、建設後約 50 年で架替えが必要となると仮定した場

合と、本計画に基づき予防保全型管理を推進し、2038 年（令和 20 年）までに長寿命化

事業を概ね終えるとした場合の事業費を試算したところ、図５－４のように今後 18 年

間で約 3,500 億円（約 51%）コスト縮減効果が見込まれる。 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－４ コスト縮減効果の概念図 

 

※この概算事業費は現段階における試算であり、今後の定期点検による損傷状況や技

術基準の改定、社会情勢の変化などにより変動する。 
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※試算条件  

 試算の対象期間および設定根拠は以下のとおり。 

期間：2021 年（令和３年）～2038 年（令和 20 年）の 18 年間 

・架替えピーク（2009 年（平成 21 年）から 2038 年（令和 20 年）までの 30 年 

間）の平準化に必要な期間である。（中長期計画に基づく） 

・長寿命化事業が 2038 年（令和 20 年）に概ね終了する。 

また、各事業費は、大きく以下の４種類に分類し、それぞれの概算事業費を想定した。 

① 長寿命化事業費 

対象となる橋梁ごとに必要な対策工費を算出し、設定した対策優先順位に基づき、

各年度に費用を配分した。 

② 定期点検に基づく補修事業費 

2018 年度（平成 30 年度）までの実績から工事単価を設定し、直近の５年間は定期

点検に基づく補修事業費から算出した。また、その後はアセットマネジメントシステ

ムに蓄積した点検データをもとに劣化予測（遷移確率モデル）により対象橋梁数を推

定し、５年ごとに対策費用を算出した。 

③ 維持管理費 

橋の質的改良を伴わない管理費が該当する（清掃、塗替塗装、伸縮装置の補修など）。 

直近令和２年度予算を基に、各年度一律で費用を算定した。 

④ 橋梁架替費 

架替えが適切と判断される橋梁が該当する。将来的に架替えとなる橋梁の選定や年

度毎の事業費の試算が困難なため、過去３ヶ年の実績から算定し、各年度一律で配分

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対症療法型管理の場合の架替え時期は、都の架替えの実績から建設後 53 年とした。

（なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令「財務省」より、各構造の橋梁耐用

年数は、コンクリート造の橋 60 年、金属造の橋 45 年としている。） 

対症療法型管理（更新）の 18 か年合計 
6,840 億円 

約 3,500 億円のコスト縮減 

長寿命化事業費 358 1,324 1,695

定期点検に基づく補修事業費 155 338 451

維持管理費 108 360 648

橋梁架替費 84 280 503

合計 705 2,302 3,297

内容 10か年
（令和３年度～12年度）

18か年
（令和３年度～20年度）３か年

（令和３年度～５年度）
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■ ６．今後の取組 ■ 
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■６．今後の取組 

 

６．１ 計画のローリング 

予防保全計画を適切に運用し、継続していくためには、５年ごとに行われる定期点検

の結果を検証し、計画のローリングを行うことが重要となる。 

                                           

計画（Ｐ）に基づく補修設計、工事（Ｄ）実施の後、５年ごとの定期点検結果や補修

実績を検証し（Ｃ）、構造物の損傷や補修技術などの新たな知見を取り入れて、優先順

位及び事業費の見直し（Ａ）を行い、計画をローリングしていく（Ｐ）。図６－１のよ

うなＰＤＣＡサイクルを継続して回していく必要がある。 

 

① 事業計画（長寿命化事業、補修事業）における PDCA サイクルの継続 

計画策定(P)⇒対策実施(D)⇒点検結果の確認(C)⇒事業計画の見直し(A) 

 

② 管理区分・管理方針等「予防保全計画」の見直し 

  次回の定期点検終了時は中長期計画の30年間の中間点である15年以上が経過す

ることから、次回の計画見直しにおいては管理区分や管理方針等、本計画の基本と

なっている考え方について、過年度の取組状況等を踏まえた見直しを行う。 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１ ＰＤＣＡサイクル 
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６．２ 新技術の採用 

橋梁の補修・補強技術や点検技術は日進月歩で発展している。今後、予防保全型管

理を更に効率的、効果的に進めるため、新技術の採用に取り組む。 

これまでにも長寿命化事業などにおいて、高性能鋼材による補強部材の小型化、軽

量部材（ＦＲＰ、ステンレスなど）による上部工の軽量化や点検通路の増設、小口径

杭による基礎の増杭工法など、それぞれの橋梁に適した新材料や新工法を採用してき

た。また、一部の詳細調査・点検においては、重錘落下試験によるＲＣ床版の健全度

診断や吊構造形式におけるケーブル張力の健全度診断などの新技術を採用してきた。 

今後も国土交通省の新技術情報システム（NETIS）、東京都の新技術情報データベー

ス（NeTIDa）および点検支援技術性能カタログ等の活用や、３次元データ（デジタル

データ）の利用など、それぞれの橋梁に適した有効な新技術を積極的に取り入れて効

率的、効果的な補修、補強、点検および維持管理を実施し、コスト縮減を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図６－３ ３次元データによるチェック作業の効率化 

図６－２ 高性能鋼材（SBHS500）を用いた支承部の水平力分担構造（勝鬨橋） 
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